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宮城県監査委員告示第２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により平成１７年度第４四半期

に実施した普通会計に係る定期監査の結果は次のとおりです。

平成１８年４月７日

宮城県監査委員 菊 地 浩

宮城県監査委員 藤 原 範 典

宮城県監査委員 阿 部 徹

宮城県監査委員 谷地森 涼 子

１ 監査実施機関及び監査実施年月日

監査実施機関 監査実施日

地方機関

○総務部

仙台南県税事務所 ２月 ９日

○環境生活部

保健環境センター ２月 ８日

(旧)民間非営利活動プラザ ２月１６日

○保健福祉部

総合衛生学院 １月 ６日

○産業経済部

古川地方振興事務所 ２月 ８日

仙台高等技術専門校 １月１９日

気仙沼高等技術専門校 ２月１６日

宮城障害者職業能力開発校 ２月２０日

産業技術総合センター ２月１４日

○土木部

仙台土木事務所 ２月 ９日

古川土木事務所 ２月 ８日



- 2 -

仙台港湾事務所 ２月 ６日

塩釜港湾事務所 １月１１日

石巻港湾事務所 ２月 ９日

大崎地方ダム総合事務所 ２月 ７日

○教育庁

仙台第一高等学校 ２月 ２日

仙台第二高等学校 １月２６日

仙台第三高等学校 ２月１３日

塩釜高等学校 ２月２２日

白石高等学校 １月２７日

石巻高等学校 １月２４日

気仙沼高等学校（旧鼎が浦高等学校を含む） １月１０日

第一女子高等学校 ２月 ３日

第三女子高等学校 ２月 ３日

塩釜女子高等学校 １月２０日

石巻女子高等学校 ２月１５日

名取高等学校 １月３１日

飯野川高等学校 ２月 ７日

涌谷高等学校 ２月２１日

登米高等学校 ２月１０日

志津川高等学校 １月 ６日

中新田高等学校 ２月１７日

女川高等学校 １月２７日

仙台南高等学校 ２月１７日

泉松陵高等学校 ２月２１日

泉館山高等学校 １月１９日

宮城野高等学校 ２月１５日

蔵王高等学校 ２月２３日
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農業高等学校 ２月１３日

黒川高等学校 １月３０日

加美農業高等学校 １月２５日

小牛田農林高等学校 ２月 ６日

米山高等学校 ２月１４日

気仙沼向洋高等学校 ２月 １日

工業高等学校 ２月２４日

大河原商業高等学校 ２月 ７日

石巻商業高等学校 １月２３日

鹿島台商業高等学校 ２月 １日

一迫商業高等学校 ２月 ２日

盲学校 １月１０日

ろう学校 ２月２０日

光明養護学校 １月３１日

船岡養護学校 １月２６日

角田養護学校 １月２４日

石巻養護学校 １月１１日

気仙沼養護学校 １月３０日

利府養護学校 ２月 ３日

迫養護学校 ２月１０日

２ 監査結果

平成１６年度の財務に関する事務の執行の事実が地方自治法第２条第１４項及び第１５項の規

定の趣旨に沿って行われているかについて，特に意を用いて行いました。

その結果，公表すべき指摘事項は下記のとおりであり，その他の軽易な事項については関係機

関に注意をしました。

記

（１）仙台南県税事務所

県税において，収入未済があったので，今後とも収納促進と収入未済の発生防止対策を講じ

るとともに，適切な債権管理を図る必要がある。



- 4 -

なお，納税の催告や財産の差押などの滞納処分を積極的に行い，収入未済を解消する努力が

みられるが，さらに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努める必要がある。

※ 平成１６年度収入未済額

現年度分 ２０９，９２６，７５４円

過年度分 ５１４，２１５，５８８円

合 計 ７２４，１４２，３４２円

（２）石巻商業高等学校

全日制高等学校授業料において，減免申請を不承認とした生徒に対する通知を怠り，翌年度

に行っていた。結果として，生徒（保護者）が一括納付を強いられるなど，大きな負担をかけ

たことが認められたので，今後適切な事務管理を行うよう対策を講じる必要がある。

※ 減免申請不承認に係る事務の経緯（概要）

・教育長への減免申請年月日 平成１６年 ７月１２日

（減免申請額 円， 円×４期分×３名）334,800 27,900

・教育長からの不承認通知年月日 平成１６年 ８月１１日

・本人への不承認通知及び一括納付通知年月日 平成１７年 ５月１７日

・最終納入年月日 平成１７年１２月１２日


